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＜海上の森新住事業アセスで環境庁長官意見＞ 

  （No.626 １９９９年１２月号 p.34） 

 

 

＜海上の森を守れ！ 自然保護三団体で愛知県知事へ申し入れ＞ 

  （No.625 １９９９年１１月号 p.36） 

 

 

＜大規模公共事業に揺れる現場から⑥ 海上の森（愛知万博予定地）＞ 

  （No.624 １９９９年９／１０月号 p.46-47） 

 

 

＜オオタカの営巣を発見！ 「環境万博里山との共生」に大きな課題な投げかけ＞ 

  （No.622 １９９９年７月号 p.38） 

 

 

＜愛知万博とこれに関わる住宅・道路事業の環境影響評価に関する意見書を提出＞ 

  （No.621 １９９９年６月号 p.36） 

 

 

＜里山が甦る未来のために－ 愛知県支部と共同勉強会開催＞ 

  （No.620 １９９９年５月号 p.41） 

 

 

＜海上の森でのボーリング調査、愛知県支部などの要望で断念＞ 

  （No.619 １９９９年３／４月号 p.45） 



● ＜活動＞  

 

 海上の森新住事業アセスで環境庁長官意 （No.626 １９９９年１２月号 p.34）  

 

 海上の森の新住宅市街地開発事業(新住事業)の環境影響評価書について、環境庁は 10 月

15日に長官意見を建設大臣へ提出しました。この意見では、オオタカ保護については、「オ

オタカ調査検討会」の内容を反映することや営巣地付近での着工を控えること等が述べら

れており、一定の評価ができる内容となっています。しかし、本会はじめ保護団体側は、

新住事業の抜本的見直しを求めており、長官意見では新住事業の大幅見直しまで踏み込ん

でいませんので、私たちの要望が組み入れられたとは言い難いものです。  

 

 この長官意見を受けて、11 月末までには建設大臣より環境影響評価書への最終意見が出

されます。そのため、今後は新住事業の抜本的見直しに向け、建設省へ対してより一層の

働きかけを行っていく方針です。 (自然保護センター) 



● ＜活動＞  

 海上の森を守れ！ 自然保護三団体で愛知県知事へ申し入れ  

 （No.625 １９９９年１１月号 p.36）  

 

 ８月３１日、日本野鳥の会の黒田長久会長、岩垂寿喜男副会長、世界自然保護基金日本

委員会の大内照之会長、日本自然保護協会の奥富清理事長が、愛知県庁を訪れて河内弘明

副知事に面会し、神田知事宛の要望書を提出しました。  

 

 県庁に向かう前、黒田会長らは、海上の森自然観察会の北岡由美子さんのご案内で海上

の森に足を運び、新住宅事業などが予定される里山を視察しました。残暑の厳しい日でし

たが、木陰を涼しい風が吹き抜ける中、バスを降りて２ｋｍほど四沢から海上の里を経て、

海上池まで歩きました。黒田会長は、初めての海上の森の視察でしたが、森を残すことの

大切さを同行した報道関係者に的確に説明されました。  

 

 副知事との会見では、愛知県が海上の森で２００５年に開催する万博の用地造成を兼ね

た大規模な新住宅事業は撤回し、海上の森を里山として博覧会に展示後、将来の世代に残

すために国営公園とするよう要望しました。副知事は、国際博覧会協会の総会に備え、博

覧会の会場計画案の策定作業が大変に忙しいので、博覧会以後のことまでは、議論が進ん

でいない、と答えるに止まりました。  

 

 岩垂副会長は、少子化が進行する中で海上の森の心臓部を切り開いて行う新住宅事業は、

大きな赤字を背負い込む可能性が高いことを指摘した上で、里山の自然を将来に残すこと

が大変に重要であると改めて指摘し、強く知事の英断を求めました。  

 

 愛知県は、１９９８年度に戦後初めて赤字財政（２２３億円）となりました。今年度も、

大きな税収の落ち込みが予測されています。新住宅事業は、宅地造成費のみで５００億円

を超える事業です。この事業費は、借入金で賄うこととされており、必要性が疑わしい事

業によって益々赤字を背負い込むこととなり、再考が求められています。  

 

 今後も日本野鳥の会をはじめ三団体で力を合わせ、海上の森を守るために国際世論に訴

えるなど里山の自然を将来に残すために活動を続けていきます。（自然保護センター／小坂

正俊） 



● ＜特別企画＞  

 大規模公共事業に揺れる現場から⑥  

 海上の森、大都市近くに残された貴重な里山を将来の世代へ  

 （No.624 １９９９年９／１０月号 p.46-47）  

 

 ＪＲ名古屋駅から、２０ｋｍ、電車と徒歩で一時間、そこはもう海上の森のなかです。

サンショウクイが樹冠を飛び、幾筋もの沢ではオオルリが鳴き、尾根をめざす小道には、

キビタキがいます。民家の裏へ流れ出る小川を遡れば、ハッチョウトンボの飛ぶ湿地があ

り、シデコブシやスズカカンアオイが生育しています。  

 

 多くの人々に自然の尊さを印象づける海上の森（博覧会の会場予定地約５４０ｈａを含

む一帯）は、愛知県が発行する「里山自然地域保全事業全県調査報告書」に添付された里

山マップからも、愛知県で最後に残された塊としての里山であることがわかります。人口

２１７万人の名古屋市の近郊で、これほどの里山が残されてきたのは、奇跡ともいえます。  

 

 森の中央部に予定されている新住宅事業は、本当に必要なのか？  

 

 愛知県は、１９９０年から海上の森の中央部の２５０ｈａで新住宅市街地開発事業を行

う計画をたて、当初一万人規模のニュータウンを造成することを決めました。２００５年

国際博覧会（愛知万博）は、この住宅事業用地を６か月だけ先行利用することになってい

ます。１９９７年に博覧会の開催が閣議了解される際、自然との共生というテーマから、

住宅事業の予定地は縮小され、現在は１３９ｈａとなっています。  

 

 しかし、この事業用地は、海上の森の真中に位置しており、２０００戸、６０００人が

住み小学校一つを持つ町を造成しようというものです。県は、この住宅事業を広域的な「あ

いち学術研究開発ゾーン」の一角を占めるものとしていますが、今年になっても中心とな

る研究機関の候補はなく、至近の県営住宅には多くの空き部屋があるのが現実です。県は、

さらに博覧会の開催を念頭に土地の買収がしやすく、まとまった面積の開発が可能と考え、

新住宅市街地開発法を持ち出しました。住宅確保が急務だった高度経済成長期に活用され

たこの法律は、最近の大都市近郊で殆ど適用例がないものです。  

 

 現在、１９８０年代に計画された多くの公共事業の見直しが各地で進んでいます。また、

公共事業の評価の仕組みの検討も進んでいます。海上の森での新住宅事業も、自然環境へ

の影響が大きく、住宅自体の必要性への疑問、財政難から、根本的な見直しが必要な事業

です。  

 



 起伏に富み幾筋もの水系が谷を刻む地形を切土、盛土で改変する計画は、どんなに緑地

や公園を配置しても、大規模な地形改変が必要であり、自然を損なう事業であることに変

わりありません。切土量２９０万立方メートル、残土１６０万立方メートルは、土地改変

工事の大きさを示しています。  

 

 オオタカの営巣確認とオオタカ調査検討会４月２９日、愛知県支部が博覧会会場予定地

で、オオタカの営巣を確認しました。その後、６月３０日に県は、博覧会の開催について

は分散会場で行うことを決定し、発表しました。博覧会の開催主体である博覧会協会では、

新しい会場計画案の準備を急いで進めています。  

 

 しかし、博覧会会場予定地で行われている新住宅事業と名古屋・瀬戸道路事業は、現在

も全く計画変更されないまま、都市計画の手続き、環境影響評価の手続きが拙速に進めら

れています。一方で、愛知県は「国際博覧会場関連オオタカ調査検討会」を設置しました。  

 

 本会からは、この委員会に自然保護センターの小坂が参加しており、地元愛知県支部も

オブザーバーとして参加しています。これまで２回の委員会が開催されましたが、まだ、

調査計画の概要などの議論も始まったばかりの状態です。こうした中、検討会での議論の

進行を顧みないまま、８月３１日、新住宅事業について環境影響評価書案が愛知県から建

設省に送られてしまいました。評価書の手続きの進行はまさに「見きり発車」であり、本

会をはじめ多くの市民団体から厳しく批判されています。  

 

 海上の森を国営公園にー自然保護三団体で県知事へ申し入れー本会の岩垂寿喜男副会長

（元環境庁長官）は、７月５日、海上の森の視察後「国営公園構想」を発表しました。こ

れは、海上の森を都市公園法に定められた国家的事業を記念する公園として、将来にわた

って保全していこうとする構想です。貴重な里山の自然を将来の世代に残すため、博覧会

事業や新住宅事業、道路事業によって森の自然を損なうのではなく「里山の自然」そのも

のを国際博覧会に出展することにより、国家的事業を記念する公園とすることを目指して

います。９月５日には、地元瀬戸市内で、海上の森を国営公園とするためのシンポジウム

も開催されます。  

 

 さらに、８月３１日には、日本野鳥の会の黒田長久会長、世界自然保護基金日本委員会

の大内照之会長、日本自然保護協会の奥富清理事長が海上の森の視察の後、愛知県庁にて、

神田知事宛の要望書を提出しました。今年度中に、森を壊す工事が始まろうとしており、

三団体で力を合わせて愛知県知事に事業の根本的な見直しを求め続けていきたいと考えて

います。（自然保護センター／小坂正俊） 

 



● ＜活動＞  

 オオタカの営巣を発見！ 「環境万博里山との共生」に大きな課題な投げかけ  

 （No.622 １９９９年７月号 p.38）  

 

 日本野鳥の会愛知県支部（山本卓也支部長）は、愛知県瀬戸市の海上の森（かいしょの

もり）の国際博覧会会場予定地において、オオタカが営巣していることを確認し、愛知県

と国際博覧会協会に対して４月３０日、オオタカの保全とアセスメントの見直しを申し入

れました。  

 

 これは愛知県支部の長期にわたる地道な調査により発見されたもの。博覧会の会場予定

地の周辺では昨年のアセスメント調査時には二つがいのオオタカの繁殖が確認されており、

アセスメントの準備書にも記載されていましたが、「オオタカの高度利用域は土地を直接改

変する場所との重複が少なく、影響は小さい」とされていました。  

 

 しかし支部の調査では予定地内でもかなりの利用が観察されており、また古巣の存在か

ら、過去には予定地内でも営巣していたことが推測されていました。  

 

 里山の生態系を象徴するオオタカ。今回の発見により、博覧会の現計画がその生態系と

共存し、守りきることができるのかという大きな課題を、より明確な形で事業者に投げか

けることになりました。  

 

 海上の森は古い時代から陶磁器を焼く土や薪の採取などのため、人手の入ってきた里山

ですが、オオタカ以外にも、フクロウやハチクマなどの猛禽類が生息、サンショウクイや

サンコウチョウといった夏鳥が高密度で繁殖し、また東海地方特有の植物群など、希少な

生物が数多く生息しています。本会は従来から主張してきた真の共存と里山生態系の保全

を実現させるべく、支部と連携して県、博覧会協会への働きかけを継続しています。（保護・

調査センター） 



● ＜活動＞  

 愛知万博とこれに関わる住宅・道路事業の環境影響評価に関する意見書を提出  

 （No.621 １９９９年６月号 p.36）  

 

 ４月６日、日本野鳥の会、日本自然保護協会、世界自然保護基金日本委員会は、愛知万

博に関わる二つの意見書（①愛知万博環境影響評価準備書への意見書 ②新住宅事業・名古

屋瀬戸道路事業の都市計画案への意見書）を博覧会協会、愛知県に同時に提出しました。

その後、県庁で共同記者会見を行いました。  

 

 本会は、万博等の実施計画書への意見の中で代替案検討への数多くの要請が出されたに

もかかわらず、ごく簡単にしか答えない事業者に対し代替案の検討を再度要請しました。

また、住宅事業、道路事業の都市計画の案への意見書では、両事業が自然環境を犠牲にし

て行う必要性が認められないと、案の見直しを要請しました。  

 

 万博の環境影響評価の準備書は環境影響評価法を先取りするとしていますが、実際は極

めて短い時間の現地調査によって結論を急いだ形になっています。昨年、実施計画書に対

し多くの団体・個人が意見書を提出しましたが、その概要と意見への回答が公表されたの

は準備書発表（２月２４日）のわずか２週間前でした。法では「意見書の提出により、意

見を述べることができる」とされていますが、この意見をどのように環境影響評価に反映

させるかは法律には規定がないため、概要の発表、回答について不十分であっても問題は

ないことになります。今後の改善が強く望まれるところです。  

 

 準備書の内容としては、短い期間にもかかわらず、希少な植物なども記載され、それら

を育む地形・水文環境など実に変化に富んだすばらしい場所であることを明らかにしてい

ます。しかし、結論では、こうした自然環境への影響を「実行可能な範囲で回避・低減」

して、事業を計画とおりに進めようとの姿勢が示されています。これは、環境影響評価の

結果を正確に事業の規模や位置などの検討材料にしようとの姿勢に乏しいと言えます。  

 

 今後、住宅と道路の事業者である愛知県は、評価書の完成、都市計画地方審議会での都

市計画決定、建設大臣の認可と手順を踏み、本格的に事業に着手しようとしています。万

博に用地を提供する住宅と道路事業は、海上の森の中央部の土砂流出防備保安林の指定を

解除し、市街化調整区域である森の中に島状に市街化区域指定を行おうとしています。  

 

 海上の森のすばらしい自然環境を損なう大規模な開発事業は、県の財政状況が逼迫した

中では、見直しを検討すべきと考えられます。本会では、引き続き森全体の保全のため、

行政の動きを注視したいと考えています。（自然保護センター／小坂正俊） 



● ＜活動＞  

 里山が甦る未来のために－ 愛知県支部と共同勉強会開催  

 （No.620 １９９９年５月号 p.41）  

 

 愛知県支部と保護・調査センターの共催で市民による環境影響評価（とりわけ愛知万博

などの里山）についての勉強会を島津康男先生（名古屋大名誉教授）をお招きして３月１

３日に開催しました。４月、５月にもそれぞれ、小笠原昭夫先生、鷲谷いずみ先生をお招

きして勉強会を行います。一連の勉強会から里山保全の手がかりを見つけ、会員の皆さま

と共有することが目的です。（保護・調査センター） 

 

 

● ＜活動＞  

 海上の森でのボーリング調査、愛知県支部などの要望で断念  

（No.619 １９９９年３／４月号 p.45）  

 

 愛知万博と関連の道路・住宅整備事業に関する環境影響評価は、６月施行の環境影響評

価法を先取りするというふれこみで進行しています。ところが、まだ準備書も公告されて

いない昨年８月以来、予定地である海上の森のいたるところで、愛知県の手により合計約

２００本ものボーリング調査が行なわれてきました。  

 

 これに対し、本会愛知県支部や市民団体は、準備書も公告されていない段階でボーリン

グ調査を行なうことは、実質的には工事開始に等しく大きな問題であり、中止するよう要

請しました。これを受けて昨年末、通産省の「２００５年国際博覧会に係わる環境影響評

価会」と国際博覧会協会の環境影響評価アドバイザー委員会から原科幸彦東工大教授はじ

め委員有志３人が急きょ現地を訪れ、同行した愛知県の担当者、ＮＧＯメンバー（本会愛

知県支部など）他と現場を視察しました。  

 

 県の担当者は「環境への影響に関してより詳細な知事案を作成するための調査」と説明

しましたが、参加した委員の一人は、この代替案の検討をする前に一つの計画だけのため

のデータ集めをしていると批判。また、調査の騒音による、鳥類などの越冬や繁殖準備へ

の影響も懸念されました。環境庁も調査への懸念を表明し、結局、愛知県は１月２７日に

調査の中止を発表。  

 

 ２月２４日には万博および同地に予定されている他の二事業(新住宅市街地整備事業、道

路建設事業)の環境影響評価書が公告・縦覧され、現在、本会としての意見書を作成してい

ます。里山保全の将来を見据えて意見を述べていきます。（保護・調査センター／小坂正俊） 


